
「恒久的」に実施
（財源：保険料の一部として徴収する

新たな賦課金＋有限の積立金）

●自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

（KPI）
・重度後遺障害者へのリハビリの提供に意欲的に取組む病院の選定： 2025年までに10病院
・30日以内交通事故死者数、重傷者数： 2030年までに死者数1,200人、重傷者数11,000人削減(2020年比）

法案の概要

「自動車事故対策事業」を持続的に実施できる仕組みへの転換が必要

○ 国土交通省において、以下のような「自動車事故対策事業」により被害者支援や事故防止を推進

●被害者支援 ●事故防止

被害者支援・事故防止の恒久化 【自賠法】

現 行 見直し後

「恒久的」に実施（財源：保険料の一部として
徴収する賦課金）

① 保障事業（ひき逃げ等の被害者の損害填補等） ① 保障事業

② 被害者支援

③ 事故防止「当分の間」実施（財源：有限の積立金）

② 被害者支援（療護施設の運営、介護料支給等）
③ 事故防止（先進安全自動車の導入支援等）

賦課金の徴収により、「自動車事故対策事業」を持続的に実施する。

恒久化

○ 一方、「自動車事故対策事業」は、法的に「当分の間の措置」と位置づけられ、自動車事故対策勘定
の有限の積立金のみを財源としているが、当該財源が枯渇すれば継続が困難となるおそれ

○ リハビリ機会の充実等による被害者支援のさらなる充実や先進的な安全技術の普及等による
事故防止の一層の推進が必要不可欠

新たな「自動車事故対策事業」として実施

介護料の支給・訪問支援

療護施設の設置・運営

委託病床での治療・看護

在宅療養中のリハビリ支援

自動車安全性能の評価

衝突被害軽減ブレーキ

先進安全自動車の導入支援

リハビリ機会の充実やより先進的な安全技術の普及を通じて、
被害者やそのご家族が安心して生活できる社会を実現

＜その他＞【特会法】

○ 自動車安全特別会計において、保障事業の勘定と被害者支援・事故防止の勘定を統合

現行の自賠責保険料
10,005円/年のうち16円

＜現行制度を巡る課題＞

背景・必要性

＜自動車事故対策に関する現状の取組＞


